
教
育
勅
語
を
道
徳
科
の
授
業
で
扱
う
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

 
 

  
 

平
成
二
十
九
年
四
月
十
日 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

提
出
者 

 

長 
 

妻 
 
 
 
 

昭 
 

 

   

衆
議
院
議
長 

大 

島 

理 

森 

殿 



教
育
勅
語
を
道
徳
科
の
授
業
で
扱
う
こ
と
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

  

一
八
九
〇
年
に
発
布
さ
れ
た
教
育
勅
語
は
、「
根
本
理
念
が
主
権
在
君
並
び
に
神
話
的
国
体
観
に
基
い
て
い
る
事
実
は
、
明
か

に
基
本
的
人
権
を
損
い
、
且
つ
国
際
信
義
に
対
し
て
疑
点
を
残
す
も
と
と
な
る
」
と
し
て
、
一
九
四
八
年
に
衆
議
院
に
お
い
て

排
除
の
決
議
が
な
さ
れ
た
。 

 

安
倍
内
閣
は
、
教
育
勅
語
に
つ
い
て
、
根
本
理
念
が
主
権
在
君
並
び
に
神
話
的
国
体
観
に
基
づ
い
て
い
る
と
お
考
え
か
。
ま

た
、
そ
の
事
実
は
明
ら
か
に
基
本
的
人
権
を
損
な
い
、
且
つ
国
際
信
義
に
対
し
て
疑
点
を
残
す
、
と
お
考
え
か
。
お
尋
ね
す
る
。 

 

本
年
四
月
四
日
午
後
の
会
見
で
、
菅
官
房
長
官
は
、
記
者
の
「
教
育
勅
語
を
道
徳
の
教
材
と
し
て
用
い
る
、
そ
う
い
う
ケ
ー

ス
は
想
定
さ
れ
な
い
か
」
と
の
質
問
に
、「
教
育
勅
語
を
我
が
国
の
教
育
の
唯
一
の
根
本
と
す
る
よ
う
な
指
導
を
行
う
こ
と
は
不

適
切
で
あ
る
。
一
方
で
、
憲
法
の
基
本
理
念
で
あ
る
基
本
的
人
権
の
尊
重
や
国
民
主
権
、
教
育
基
本
法
に
反
し
な
い
よ
う
な
適

切
な
配
慮
の
も
と
、
取
り
扱
う
こ
と
ま
で
あ
え
て
否
定
す
る
も
の
で
な
い
」
と
答
え
、
教
育
勅
語
の
道
徳
の
教
材
と
し
て
の
使

用
を
一
定
の
前
提
の
下
に
是
認
し
た
。 

 

ま
た
、
本
年
四
月
七
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
、
義
家
文
部
科
学
副
大
臣
は
、
幼
稚
園
な
ど
教
育
現
場
で
子
ど
も
た
ち
に



教
育
勅
語
を
朗
読
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て「
教
育
基
本
法
に
反
し
な
い
限
り
は
問
題
の
な
い
行
為
で
あ
る
」と
答
弁
し
て
い
る
。 

 
現
在
、
歴
史
の
教
科
書
に
は
、
教
育
勅
語
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
歴
史
の
教
訓
と
し
て
教
育
勅
語
を
教
材

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
衆
参
両
院
で
排
除
・
失
効
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
教
育
勅
語
を
道

徳
教
育
で
使
っ
た
り
、
教
育
の
現
場
で
子
ど
も
た
ち
に
朗
読
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
を
政
府
が
是
認
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る

と
考
え
る
。
内
閣
の
見
解
を
お
尋
ね
す
る
。 

 

ま
た
、
来
年
四
月
か
ら
は
小
学
校
で
、
再
来
年
四
月
か
ら
は
中
学
校
で
始
ま
る
道
徳
科
の
授
業
で
、
教
育
勅
語
を
教
材
と
し

て
使
う
こ
と
も
是
認
す
る
の
か
、
内
閣
の
見
解
を
問
う
。 

ま
た
、
道
徳
科
の
授
業
の
中
で
、
教
育
勅
語
を
一
つ
の
是
認
さ
れ
る
べ
き
価
値
と
し
て
教
え
る
こ
と
は
内
閣
と
し
て
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
の
か
、
お
尋
ね
す
る
。 

 

安
倍
内
閣
の
閣
僚
か
ら
は
、
教
育
勅
語
に
は
「
夫
婦
相
和
シ
」
と
の
正
し
い
価
値
観
も
あ
る
、
と
の
趣
旨
の
発
言
が
あ
る
。

し
か
し
、
一
八
九
一
年
出
版
の
教
育
勅
語
の
事
実
上
の
公
式
教
科
書
（
解
説
書
）
で
あ
る
勅
語
衍
義
（
え
ん
ぎ
）
に
は
、「
夫
婦

相
和
シ
」
に
つ
い
て
「
妻
ハ
元
ト
智
識
才
量
多
ク
ハ
夫
ニ
及
バ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
夫
ガ
無
理
非
道
ヲ
言
ハ
ザ
ル
限
リ
ハ
、
成

ル
ベ
ク
之
レ
ニ
服
従
シ
テ
」
と
あ
り
、
男
尊
女
卑
の
発
想
の
上
で
の
「
夫
婦
相
和
シ
」
で
あ
る
。
内
閣
は
、
教
育
勅
語
に
お
け



る
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
夫
婦
相
和
シ
」
は
現
代
で
も
正
し
い
価
値
で
あ
る
と
お
考
え
か
。
内
閣
の
見
解
を
問
う
。 

 
右
質
問
す
る
。 


